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事 前 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 交通安全対策事業（歩道及び自転車歩行者道設置事業） 

地 区 名 主要地方道東三河
ひがしみかわ

環状
かんじょう

線 

事業箇所 豊川市
とよかわし

豊川
とよかわ

栄町
さかえまち

地内始め 

事業のあ

らまし 

本路線の豊川駅
とよかわえき

周辺には豊川閣
とよかわかく

妙
みょう

厳寺
ご ん じ

(豊川
とよかわ

稲荷
い な り

)があり、多くの観光客で賑わっているもの

の、歩道が狭い箇所、信号のない横断歩道が設置されている箇所など、歩行者に対して危険な箇

所が多く、通学路に指定されている区間もあるため、小学校及び地元商店街から早急な対策が求

められている。2024年度からは、豊川稲荷の御開帳に向けて行う基盤整備のためのまちづくりワ

ークショップを開催し、今後のまちづくりや課題について意見交換を行っている。ワークショッ

プにおいて抽出された交通安全対策や公安委員会が推し進める４車線での信号のない横断歩道の

廃止等を実施し、交通安全の確保を図る。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

歩道拡幅による歩行者の安全性向上 

 

【副次目標】（必要に応じて記載する） 

－ 

事 業 費 
事業費 内訳 

2.0億円 ■工事費 1.9億円、□用補費 0億円、■その他 0.1 億円 

事業期間 採択予定年度 2025年度 着工予定年度 2025年度 完成予定年度 2026年度 

事業内容 
歩道拡幅 延長L=0.2km 幅員W=24m 

２車線 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性 

1) 必要性 

 

車道４車線で信号のない横断歩道が設置されており、歩行者が危険な状態にさらされてい

るため、早期の整備が必要である。また、豊川稲荷があり多くの観光客で賑わう当該地域の

特性を考慮した整備が必要となる。 

判定 

A 
A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 

B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 

【理由】 

安全な通行空間の確保が必要である。 

②
事
業
の
実
効
性 

1) 事業計画  

 2025 2026 合計 

工種 

区分 

調査・設計   0.1 

用地補償   0.0 

工事   1.9 

事業費（億円） 2.0 2.0 
 

2) 地元の合

意形成 

地元ではまちづくりに関するワークショップが行われる等、地域の課題解決に向けたニー

ズは高く、合意形成は容易と考える。 

 

（別紙４） 
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判定 

A 
A： 事業計画の実効性が期待できる。 

B： 事業計画の実効性が期待できない。 

【理由】 

円滑な事業執行環境が整っており、事業の実行性は高いと考えられる。 

 

Ⅲ 対応方針 

事業実施が 

妥当である。 
事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてＡ判定であるもの。 

事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

 

【主な評価内容】 

事業実施前後の歩行者等の安全性の変化 

 


